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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　携帯用電気機器の接続端子であって、
　前記接続端子は、
　平たい第１部分と、前記第１部分とは異なる曲がった第２部分と、接触部と、第１弾性
部とを備えている第１端子であって、前記接触部は、前記第１端子の前記第１部分と前記
第１端子の前記第２部分とに接続されており、前記接触部は、外側に突出している曲がっ
た隆起部を有しており、前記隆起部は、他の接続端子と弾力的に接触し、前記第１弾性部
は、前記第１端子の前記第１部分に接続されており、弾性力を前記第１端子に付与する、
第１端子と、
　前記第１端子を前記他の接続端子側に弾力的に押すことによって前記第１端子を支持す
る第２端子であって、前記第２端子は、曲がった第１部分と、前記第１部分とは異なる平
たい第２部分と、第２弾性部とを備えている支持部を備えており、前記第２弾性部は、前
記第２端子の前記第２部分に接続されており、弾性力を前記支持部に付与し、（ｉ）前記
第１端子の前記第１部分と前記第２端子の前記第１部分とが、前記第１端子の前記第１部
分の下面および前記第２端子の前記第１部分の上面で接触し、（ｉｉ）前記第１端子の前
記第２部分と前記第２端子の前記第２部分とが、前記第１端子の前記第２部分の端部およ
び前記第２端子の前記第２部分の上面で接触する、第２端子と、
　前記第１端子と第２端子を前記携帯用電気機器に装着するための部材であって、前記部
材は、前記第１弾性部および前記第２弾性部に接続されている、部材と
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を備える、携帯用電気機器の接続端子。
【請求項２】
前記第１端子と前記第２端子は携帯用電気機器のバッテリー、ボディー、そしてバッテリ
ー充電器のうち少なくとも一つに装着されることを特徴とする請求項１に記載の携帯用電
気機器の接続端子。
【請求項３】
前記他の接続端子はメモリーカードに装着されたことを特徴とする請求項１に記載の携帯
用電気機器の接続端子。
【請求項４】
前記部材は、
前記第１端子と第２端子とを連結させ、端子ハウジングに固定される連結部を含んで成り
、
前記端子ハウジングは、前記携帯用電気機器のバッテリー、ボディー、そしてバッテリー
充電器のうち少なくとも一つに具備されることを特徴とする請求項１に記載の携帯用電気
機器の接続端子。
【請求項５】
前記部材は前記携帯用電気機器のバッテリー又はボディーに装着される端子ハウジングに
装着されることを特徴とする請求項１に記載の携帯用電気機器の接続端子。
【請求項６】
前記部材は、
端子ハウジングに装着され、前記第１端子と前記他の接続端子との接触を維持させる弾性
部材を含んで成り、
前記端子ハウジングは、前記携帯用電気機器のバッテリー又はボディーに具備されること
を特徴とする請求項１に記載の携帯用電気機器の接続端子。
【請求項７】
前記部材は、前記携帯用電気機器のバッテリー、ボディー、そしてバッテリー充電器のう
ち少なくとも一つに具備され、前記第１端子が挟まれて装着されることを特徴とする請求
項１に記載の携帯用電気機器の接続端子。
【請求項８】
前記連結部は前記端子ハウジングを貫通することを特徴とする請求項４に記載の携帯用電
気機器の接続端子。
【請求項９】
前記第１端子、前記第２端子、そして前記連結部は一つのボディーとして形成されたこと
を特徴とする請求項４に記載の携帯用電気機器の接続端子。
【請求項１０】
前記第１端子と第２端子のうち少なくとも一方は前記端子ハウジングを貫通することを特
徴とする請求項４に記載の携帯用電気機器の接続端子。
【請求項１１】
前記第１端子と第２端子は前記端子ハウジングに固定されたことを特徴とする請求項５に
記載の携帯用電気機器の接続端子。
【請求項１２】
前記第１端子と前記第２端子は前記第１端子と前記第２端子を弾力的に支持する弾性部材
に連結されたことを特徴とする請求項６に記載の携帯用電気機器の接続端子。
【請求項１３】
前記第１端子、第２端子、そして前記弾性部材は一つのボディーとして形成されたことを
特徴とする請求項６に記載の携帯用電気機器の接続端子。
【請求項１４】
前記第２端子と前記弾性部材とは一つのボディーとして形成され、前記第１端子は前記弾
性部材に固定されたことを特徴とする請求項６に記載の携帯用電気機器の接続端子。
【請求項１５】
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前記弾性部材は、
前記バッテリー又は前記ボディーに電気的に連結される第１パートと、
前記第１端子と前記第２端子が連結される第２パートとを含んで成ることを特徴とする請
求項６に記載の携帯用電気機器の接続端子。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は接続端子に関し、より詳細には移動通信端末機などの携帯用電気機器でバッテ
リーと部品、又は部品と部品とを相互に電気的に連結するのに適用される携帯用電気機器
の接続端子に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　技術が発展し生活水準が高まるに伴い、携帯電話のような移動通信端末機、ＭＰ３（Ｍ
ＰＥＧ　Ａｕｄｉｏ　Ｌａｙｅｒ－３）プレーヤーとコンパクトディスクプレーヤー、及
びテープレコードのような携帯用音響機器、ＰＤＡ（ｐｅｒｓｏｎａｌ　ｄｉｇｉｔａｌ
　ａｓｓｉｓｔａｎｔ）、そしてラップトップコンピューターなどの携帯用電気機器（ｐ
ｏｒｔａｂｌｅ　ｅｌｅｃｔｒｉｃ　ｄｅｖｉｃｅ）が広く普及している。
【０００３】
　このような携帯用電気機器は、移動中や野外での使用中にも電源の供給が続けて行われ
なければならない。そのため、前記携帯用電気機器にはバッテリーが具備され、前記バッ
テリーと携帯用電気機器の部品は接続端子を介して電気的に連結される。
【０００４】
　図１には携帯用電気機器の一つの携帯電話で本体とバッテリーが接続端子を介して連結
された例が示されており、以下ではこれを参照にしてより詳細に説明する。
【０００５】
　図１を参照すると、携帯用電気機器、つまり携帯電話１０の本体１１には第１端子１１
ａが具備され、前記本体１１と分離可能に結合されるバッテリー１５には第２端子１５ａ
が具備される。そして、前記第１端子１１ａ及び第２端子１５ａは前記本体１１とバッテ
リー１５との結合時に互いに接触する。ここで、前記第１端子１１ａと第２端子１５ａの
うち何れか一方は一般的に平たい形状を持ち、他方は図２に示したように弾力を有するよ
うにベンディングした形状を有する。
【０００６】
　参照までに、図１には本体１１の第１端子１１ａがベンディングした形状を有し、バッ
テリー１５の第２端子１５ａは平たい形状を有した例が示されているが、これと逆に成さ
れても構わない。
【０００７】
　上記の携帯電話１０において、前記バッテリー１５を前記本体１１に結合させるように
なると、ベンディングした前記第１端子１１ａが平たい第２端子１５ａと接触するように
なる。そして、前記バッテリー１５が本体１１から分離されない限り、前記第１端子１１
ａは弾力によって前記第２端子１５ａと接触し続けるようになるので、本体１１に装着さ
れた部品は前記バッテリー１５を介して続けて電源の供給を受けることができるようにな
る。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、上記携帯用電気機器を使用するか携帯するうちに前記携帯用電気機器が
落ちたり、強い外部衝撃が携帯用電気機器に加えられることがある。この場合、図２に示
したようにベンディングした形状の第１端子１１ａは弾力が弱いため、本体１１に装着さ
れた部品とバッテリー１５とを連結する第１端子１１ａと第２端子１５ａとの接触点が瞬
間的に離れることがある。すると、携帯用電気機器の電源が切れたり、携帯用電気機器に
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保存された情報が失われることがあり、ひどい時には電気部品が損傷するという問題が発
生する。
【０００９】
　本発明は上記の問題を解決するために案出されたもので、その目的は携帯用電気機器の
バッテリーと部品、又は部品と部品を電気的に連結する端子の接触点が外部の衝撃で離れ
ることを防止することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記目的を達成するために、本発明に係る携帯用電気機器の接続端子は、弾力を持って
押されながら他の端子と接触する第１端子と、前記第１端子を前記他の端子側に弾力的に
押しながら支持する第２端子と、前記第１端子と第２端子を装着するための部材とを含ん
で成ることを特徴とする。
【００１１】
　前記第１端子は、一部が突出するように曲がっている接触部と、前記接触部に弾力を付
与する第１弾性部とを含んで成り、前記接触部の端部は前記接触部の内側に曲がっている
。
【００１２】
　前記第２端子は、前記第１端子の中間部分と端部のうち少なくとも何れか一方を支持す
るように設置されることができ、前記第２端子は、前記第１端子を支持する支持部と、前
記支持部に弾力を与える第２弾性部とを含んで成ることができる。ここで、前記支持部は
曲がっている端部を有し、前記支持部の端部と中間部分のうち少なくとも何れか一方が前
記第１端子に接触するように設置されることができる。
【００１３】
　前記部材は、前記バッテリー又はボディーに具備される端子ハウジングと、前記第１端
子と第２端子とを連結させ、前記端子ハウジングに固定される連結部とを含んで成ること
を特徴とする。
【００１４】
　前記第１端子は、前記他の端子と接触する接触部と、前記接触部と前記連結部の間に形
成される第１弾性部とを含んで成り、前記第２端子は、前記接触部を弾力的に支持する支
持部と、前記支持部と前記連結部の間に形成される第２弾性部とを含んで成ることができ
る。
【００１５】
　前記連結部は前記端子ハウジングを貫通するように設置され、前記第１端子、第２端子
、そして連結部は一つのボディーから成ることができる。
【００１６】
　前記部材は、前記バッテリー又はボディーに具備され、前記第１端子と第２端子がそれ
ぞれ固定された端子ハウジングを含んで成り、前記第１端子と第２端子のうち少なくとも
何れか一方は前記端子ハウジングを貫通するように設置されることができる。
【００１７】
　前記第１端子は、前記他の端子と接触する接触部と、前記端子ハウジングに固定された
第１固定部と、前記接触部と前記第１固定部の間に形成される第１弾性部とを含んで成り
、前記第２端子は、前記接触部を弾力的に支持する支持部と、前記端子ハウジングに固定
された第２固定部と、前記支持部と第２固定部の間に形成される第２弾性部とを含んで成
ることができる。
【００１８】
　前記部材は、前記バッテリー又はボディーに具備される端子ハウジングと、前記第１端
子と第２端子とが連結され、前記端子ハウジングに装着され、前記第１端子と第２端子を
弾力的に支持する弾性部材を更に含んで成ることができる。前記第１端子、第２端子、そ
して前記弾性部材は一つのボディーで形成されることができる。
【００１９】
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　前記第２端子と前記弾性部材は一つのボディーで形成され、前記第１端子は前記弾性部
材に固定されることができる。前記弾性部材は、前記バッテリー又は前記ボディーと電気
的に連結される第１パートと、前記第１端子と前記第２端子が連結される第２パートと、
前記第１パートと第２パートの間に具備され、前記端子ハウジングに装着される第３弾性
部とを含んで成ることができる。
【００２０】
　前記部材は、前記バッテリー又はボディーに具備され、前記第１端子が挟まれて装着さ
れる端子ハウジングを含んで成ることができる。前記第１端子は一部が曲がるように形成
され、前記第２端子は弾性を持って圧縮された状態で前記第１端子の曲がった部分に挟ま
れるように設置されることができる。
【００２１】
　前記第２端子は、それぞれ前記第１端子と連結される第１及び第２ピン、そして両端が
それぞれ前記第１ピンと第２ピンに連結されるスプリングを含んで成ることができる。前
記第２端子は前記第１端子と前記端子ハウジングを貫通するように設置されることができ
る。
【００２２】
　上記目的を達成するために、本発明は、例えば、以下の手段を提供する。
（項目１）
弾力を維持しながら他の端子と接触する第１端子と、
前記第１端子を前記他の端子側に弾力的に押しながら支持する第２端子と、
前記第１端子と第２端子を装着するための部材とを含んで成る携帯用電気機器の接続端子
。
（項目２）
前記第１端子と前記第２端子は携帯用電気機器のバッテリー、ボディー、そしてバッテリ
ー充電器のうち少なくとも一つに装着されることを特徴とする請求項１に記載の携帯用電
気機器の接続端子。
（項目３）
前記第１端子は、
外部に突出した曲がった部位を有する接触部と、
前記接触部に弾力を付与する第１弾性部とを含んで成ることを特徴とする請求項１に記載
の携帯電気機器の接続端子。
（項目４）
前記第２端子は、前記第１端子の中間部分と端部のうち少なくとも何れか一方を支持する
ことを特徴とする請求項１に記載の携帯用電気機器の接続端子。
（項目５）
前記第２端子は、
前記第１端子を支持する支持部と、
前記支持部に弾力を付与する第２弾性部とを含んで成ることを特徴とする請求項１に記載
の携帯用電気機器の接続端子。
（項目６）
前記他の端子はメモリーカードに装着されたことを特徴とする請求項１に記載の携帯用電
気機器の接続端子。
（項目７）
前記部材は、
前記携帯用電気機器のバッテリー、ボディー、そしてバッテリー充電器のうち少なくとも
一つに具備される端子ハウジングと、
前記第１端子と第２端子とを連結させ、前記端子ハウジングに固定される連結部とを含ん
で成ることを特徴とする請求項１に記載の携帯用電気機器の接続端子。
（項目８）
前記部材は前記携帯用電気機器のバッテリー又はボディーに装着される端子ハウジングを
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含んで成ることを特徴とする請求項１に記載の携帯用電気機器の接続端子。
（項目９）
前記第１端子は、
前記他の端子と接触する接触部と、
前記第１端子を前記端子ハウジングに固定する第１固定部と、
前記接触部と前記第１固定部の間に形成される第１弾性部とを含んで成ることを特徴とす
る請求項１に記載の携帯用電気機器の接続端子。
（項目１０）
前記部材は、
前記携帯用電気機器のバッテリー又はボディーに具備される端子ハウジングと、
前記端子ハウジングに装着され、前記第１端子と前記他の端子との接触を維持させる弾性
部材とを含んで成ることを特徴とする請求項１に記載の携帯用電気機器の接続端子。
（項目１１）
前記部材は、前記携帯用電気機器のバッテリー、ボディー、そして充電器のうち少なくと
も一つに具備され、前記第１端子が挟まれて装着される端子ハウジングを含んで成ること
を特徴とする請求項１に記載の携帯用電気機器の接続端子。
（項目１２）
前記第１端子は一部が曲がるように形成され、前記第２端子は弾性を持って圧縮された状
態で前記第１端子の曲がった部分に挟まれるように設置されたことを特徴とする請求項１
に記載の携帯用電気機器の接続端子。
（項目１３）
前記接触部は弾性力を付与するために内方に曲がった端部を含んで成ることを特徴とする
請求項３に記載の携帯用電気機器の接続端子。
（項目１４）
前記支持部は、前記第１端子の中間部分と端部のうち少なくとも一方に接触する曲がった
端部を含んで成ることを特徴とする請求項５に記載の携帯用電気機器の接続端子。
（項目１５）
前記第１端部は、
前記他の端子と接触する接触部と、
前記連結部と前記接続部の間の第１弾性部とを含んで成ることを特徴とする請求項７に記
載の携帯用電気機器の接続端子。
（項目１６）
前記連結部は前記端子ハウジングを貫通することを特徴とする請求項７に記載の携帯用電
気機器の接続端子。
（項目１７）
前記第１端子、前記第２端子、そして前記連結部は一つのボディーで形成されたことを特
徴とする請求項７に記載の携帯用電気機器の接続端子。
（項目１８）
前記第１端子と第２端子のうち少なくとも一方は前記端子ハウジングを貫通することを特
徴とする請求項７に記載の携帯用電気機器の接続端子。
（項目１９）
前記第２端子は、
前記接触部を弾力的に支持する支持部と、
前記端子ハウジングに固定された第２固定部と、
前記第２固定部と前記支持部の間の第２弾性部とを含んで成ることを特徴とする請求項７
に記載の携帯用電気機器の接続端子。
（項目２０）
前記第１端子と第２端子は前記部材に固定されたことを特徴とする請求項８に記載の携帯
用電気機器の接続端子。
（項目２１）
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前記第１端子と前記第２端子は前記第１端子と前記第２端子を弾力的に支持する弾性部材
に連結されたことを特徴とする請求項１０に記載の携帯用電気機器の接続端子。
（項目２２）
前記第１端子、第２端子、そして前記弾性部材は一つのボディーで形成されたことを特徴
とする請求項１０に記載の携帯用電気機器の接続端子。
（項目２３）
前記第２端子と前記弾性部材とは一つのボディーで形成され、前記第１端子は前記弾性部
材に固定されたことを特徴とする請求項１０に記載の携帯用電気機器の接続端子。
（項目２４）
前記弾性部材は、
前記バッテリー又は前記ボディーに電気的に連結される第１パートと、
前記第１端子と前記第２端子が連結される第２パートとを含んで成ることを特徴とする請
求項１０に記載の携帯用電気機器の接続端子。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明に係る携帯用電気機器の接続端子によれば、第１端子が弾力を持って他の端子と
接触するばかりでなく、第２端子が弾力を持って前記第１端子を他の端子側に押して支持
する。すなわち、第２端子が第１端子の弾力を補強することができ、これによって第１端
子と他の端子との接触力が強化される。したがって、本発明は携帯用電気機器のバッテリ
ーと部品、又は部品と部品を電気的に連結する接続端子の接触点が外部の衝撃によって離
れることを防止できるという長所がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　本発明に係る接続端子は、前記第１端子、前記第２端子、そして前記部材の構造によっ
て多様な実施例で具現することができる。よって、以下では上記目的を具体的に実現でき
る本発明の多様な実施例を添付の図面を参照にして説明する。
【００２５】
　本実施例を説明するにおいて、同一の構成については同一の名称及び符号を付し、その
附加的な説明は下記で省略する。
【００２６】
　まず、図３ａ及び図３ｂを参照にして本発明の第１実施例による接続端子１００ａにつ
いて説明する。ここで、前記接続端子１００ａは携帯用電気機器のボディー（図示せず）
に設置された例を挙げて説明する。
【００２７】
　図３ａ及び図３ｂを参照すると、第１実施例による接続端子１００ａは、接触部１１１
と第１弾性部１１５を含んで成る第１端子１１０、支持部１２１と第２弾性部１２５を含
んで成る第２端子１２０、そして連結部１３０と端子ハウジング１４０ａを含む部材で成
る。ここで、前記第１端子１１０は、弾力を持って押されながら他の端子（図示せず）と
接触する。このような第１端子１１０の接触部１１１は一部が突出するように曲げられ、
前記接触部１１１のうち他の端子と接触する部分には図３ｂに示したように長い隆起部１
１１ａが具備される。
【００２８】
　上記のように接触部１１１の一部が曲げられ、隆起部１１１ａが具備される場合、狭い
面積が高い圧力によって他の端子と接触するようになるので、不良接触を効果的に防止す
ることができる。一方、前記接触部１１１の端部は、図３ａ及び図３ｂに示したように前
記接触部１１１の内側に曲げられることもできる。
【００２９】
　そして前記第１端子１１０の第１弾性部１１５は前記接触部１１１に弾力を与えるもの
で、例えば図３ａ及び図３ｂに示したように接触部１１１から延長して曲げられた形状を
有する。このように第１弾性部１１５が具備されると、前記接触部１１１が他の端子と接
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触しながら押される時に前記接触部１１１を他の端子側に押すようになるので、前記接触
部１１１と他の端子は安定的に接触する。
【００３０】
　一方、前記第１端子１１０の前面又は上面が他の端子と接触すると仮定する時、前記第
２端子１２０は前記第１端子１１０の後又は下に配置されて、前記第２端子１２０の裏面
又は下面を弾力的に支持するようになる。以下ではかかる第２端子１２０に対してより詳
細に説明する。
【００３１】
　前記第２端子１２０の支持部１２１は、前記第１端子１１０を他の端子側に弾力的に押
しながら支持する。このために第２端子１２０、特に前記支持部１２１は、前記第１端子
１１０の中間部と端部のうち少なくとも何れか一方を支持する。参考までに、図３ａ及び
図３ｂには前記支持部１２１の端部が曲げられ、支持部１２１の端部と中間部分がそれぞ
れ前記第１端子１１０の中間部分と端部に接触するように設置された例が示されている。
【００３２】
　しかしながら、これに限定されるわけではない。すなわち、図示してはいないが、前記
支持部１２１の端部が前記第１端子１１０の曲げられた端部や中間部分を支持することも
できる。そして、前記支持部１２１の中間部分が前記第１端子１１０の曲げられた端部を
支持することもできる。
【００３３】
　よって、前記第２端子１２０の支持部１２１は、前記第１端子１１０が他の端子と接触
しながら押された時、その端部と中間部分のうち少なくとも何れか一方が前記第１端子１
１０に接触されて前記第１端子１１０を弾力的に支持するように設置すれば良い。
【００３４】
　そして、前記第２端子１２０の第２弾性部１２５は前記支持部１２１に弾力を付与する
が、これは例えば、図３ａ及び図３ｂに示したように支持部１２１から延長して曲げられ
た形状を有する。
【００３５】
　一方、前記第１端子１１０と第２端子１２０は前記部材によって携帯用電気機器のバッ
テリー又はボディーに安定的に装着される。第１実施例において、前記部材は上記したよ
うに連結部１３０と、端子ハウジング１４０ａとを含んで成るが、これについてより詳細
に説明すると次の通りである。
【００３６】
　前記連結部１３０は、図３ａ及び図３ｂに示したように前記第１端子１１０と第２端子
１２０とを連結する。例えば、前記連結部１３０の両端部は、それぞれ前記第１端子１１
０の第１弾性部１１５及び前記第２端子１２０の第２弾性部１２５と連結される。このよ
うな連結部１３０は前記第１端子１１０及び第２端子１２０と一つのボディーを成すこと
ができる。この場合、前記第１端子１１０、第２端子１２０、そして前記連結部１３０は
伝導性材質から成ることが好ましい。
【００３７】
　このような前記連結部１３０は前記端子ハウジング１４０ａに安定的に固定される。こ
こで、前記端子ハウジング１４０ａは前記バッテリー（図示せず）又はボディー（図示せ
ず）に具備される。例えば、前記端子ハウジング１４０ａは別途に製作された後、前記バ
ッテリー又はボディーに装着することもでき、射出成型によって前記バッテリー又はボデ
ィーと一体に形成することもできる。
【００３８】
　一方、前記第１端子１１０と第２端子１２０を連結する連結部１３０は、図３ａに示し
たように前記端子ハウジング１４０ａを貫通するように設置することができる。こうして
前記バッテリー又はボディー内の他の部品と電気的に連結されたリード線を前記端子ハウ
ジング１４０ａの外部に露出した連結部１３０の一部に半田付けなどの方法で容易に連結
することができる。
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【００３９】
　参考までに、第１実施例の変形実施例を示した図３ｃには第１端子１１０と第２端子１
２０との連結部１３０ａの一部が尖るように形成され、尖った連結部１３０ａの一部が前
記端子ハウジング１４０ａを貫通するように設置された例が示されている。
【００４０】
　この場合、前記連結部１３０ａは半田付けなどの接合方法だけでなく、他の方法によっ
てバッテリー又はボディー内の他の部品と容易に電気的に連結することができる。より詳
しく説明すると、バッテリー又はボディーなどにアームプラグを形成し、前記尖った連結
部１３０ａを前記アームプラグに挿入すると、前記接続端子１２０が前記バッテリー又は
前記ボディーと電気的に連結される。
【００４１】
　上記したように本発明の第１実施例による接続端子１００ａは、前記ボディー内の部品
と前記バッテリーを電気的に連結するか、前記ボディー内の部品を相互電気的に連結する
のに使用される。
【００４２】
　より詳細には、前記接続端子１００ａがボディーに具備され、前記接続端子１００ａと
噛み合う他の端子が前記バッテリーに形成されるか、前記接続端子１００ａがバッテリー
に具備され、前記接続端子１００ａと噛み合う他の端子が前記ボディーに形成されること
ができるが、この場合、前記接続端子１００ａは前記他の端子と共に前記ボディー内の部
品とバッテリーを電気的に連結する機能を果すようになる。
【００４３】
　そして、他の例として、携帯電話などの携帯用電気機器にＵＭＴＳ（Ｕｎｉｖｅｒｓａ
ｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　Ｓｙｓｔｅｍｓ）データカ
ード及びＳＩＭ（Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ　Ｍｏｄｕｌｅ）カードなど
が搭載されることができるが、この場合前記接続端子１００ａが前記ボディーのメインボ
ードに具備され、前記接続端子１００ａと噛み合う他の端子は、前記ＵＭＴＳデータカー
ド又はＳＩＭカードに具備することができる。すると、前記接続端子１００ａと前記他の
端子は、前記ボディー内の部品、つまり前記ＵＭＴＳデータカード又はＳＩＭカードを前
記ボディー内の他の部品、例えばメインボードに電気的に連結する機能を果すようになる
。
【００４４】
　一方、以下では上記のように用いられる本発明の第１実施例による接続端子１００ａの
作用について簡単に説明する。ここで、前記接続端子１００ａが前記ボディーに具備され
、前記接続端子１００ａと噛み合う他の端子がバッテリー、　ＵＭＴＳデータカード又は
ＳＩＭカードに具備された場合を例に挙げて説明する。
【００４５】
　前記バッテリー、ＵＭＴＳデータカード又はＳＩＭカードを前記ボディーに装着すると
、前記接続端子１００ａの第１端子１１０は弾力を持って後又は下に押され、前記接触部
１１１が前記バッテリー、ＵＭＴＳデータカード又はＳＩＭカードに具備された他の端子
と弾力的に接触する。この時、前記第１端子１１０の接触部１１１の弾力は前記接触部１
１１と連結部１３０の間に形成された第１弾性部１１５によって供給される。
【００４６】
　そればかりでなく、前記接触部１１１は前記第２端子１２０の支持部１２１によってそ
の端部又は中間部分のうち何れか一方が弾力的に支持される。よって、前記接触部１１１
は非常に強い弾力を持って前記バッテリー、ＵＭＴＳデータカード又はＳＩＭカードに具
備された他の端子と接触するようになる。勿論、前記接触部１１１を押す支持部１２１の
弾力は前記支持部１２１と連結部１３０の間に形成された第２弾性部１２５によって供給
される。
【００４７】
　よって、前記バッテリー、前記ＵＭＴＳデータカード又はＳＩＭカードがボディーに装
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着される場合、第１端子１１０が他の端子と弾力的に接触するばかりでなく、前記第２端
子１２０が前記第１端子１１０を弾力的に支持しながら第１端子１１０と他の端子との接
触力を強化させる。よって、前記バッテリー、ＵＭＴＳデータカード又はＳＩＭカードは
前記ボディー内の部品と安定的に電気的に連結される。
【００４８】
　一方、使用中に携帯用電気機器が落ちたりするなど強い外力が前記携帯用電気機器に加
えられることがある。この場合、瞬間的な衝撃によって前記バッテリー、ＵＭＴＳデータ
カード又はＳＩＭカードが瞬間的に動くことがある。
【００４９】
　この時、前記第１端子１１０の第１弾性部１１５が前記接触部１１１を前記他の端子側
に押すだけでなく、前記第２弾性部１２５の弾力によって前記第２端子１２０の支持部１
２１が前記接触部１１１を前記他の端子側に強く押すようになる。
【００５０】
　よって、前記接続端子は前記バッテリー、ＵＭＴＳデータカード又はＳＩＭカードの他
の端子と離れず、接触状態を続けて維持することができるようになる。これにより、電源
が急に切れたり、携帯用電気機器内のデータを失ったり、部品が損傷するなどの問題を効
果的に防止することができて、機器作動の信頼性を確保することができるようになる。
【００５１】
　一方、図４には本発明の第２実施例による接続端子１００ｂが示されている。図４を参
照すると、第２実施例による接続端子１００ｂは第１実施例とは異なり、第１端子１１０
と第２端子１２０が直接端子ハウジング１４０ｂに固定された構造を有しており、以下で
はこれについてより詳細に説明する。勿論、前記第２実施例を説明するにおいて前記第１
実施例と同一の部分についてはその説明を省略する。
【００５２】
　図４を参照すると、前記第１端子１１０及び第２端子１２０を前記バッテリー又はボデ
ィーに安定的に装着する部材は端子ハウジング１４０ｂを含んで成る。そして、前記第１
端子１１０と第２端子１２０はそれぞれ前記端子ハウジング１４０ｂに固定される。ここ
で、前記第１端子１１０は接触部１１１、第１弾性部１１５、そして第１固定部１１７を
含んで成り、前記第２端子１２０は支持部１２１、第２弾性部１２５、そして第２固定部
１２７を含んで成る。ここで、前記第１端子１１０の接触部１１１と第１弾性部１１５、
そして前記第２端子１２０の支持部１２１と第２弾性部の構造は前記第１実施例のそれら
と大同小異のためその説明を省略し、以下では第１固定部１１７及び第２固定部１２７に
ついてのみ簡単に説明する。
【００５３】
　前記第１端子１１０の第１固定部１１７は前記第１弾性部１１５から延長され、前記端
子ハウジング１４０ｂに固定される。そして第２端子１２０の第２固定部１２７は前記第
２弾性部１２５から延長され、前記端子ハウジング１４０ｂに固定される。
【００５４】
　そして、前記第１端子１１０と第２端子１２０のうち少なくとも何れか一方は前記端子
ハウジング１４０ｂを貫通するように設置されることが好ましい。これは前記バッテリー
又はボディー内の部品と前記第１端子１１０又は第２端子１２０を電気的に容易に連結す
るようにするためのものである。
【００５５】
　このために、前記第１端子１１０の第１固定部１１７又は第２端子１２０の第２固定部
１２７のうち少なくとも一つは前記端子ハウジング１４０ｂを貫通するように設置される
。
【００５６】
　参照までに、図４には第１固定部１１７及び第２固定部１２７が共に前記端子ハウジン
グ１４０ｂを貫通するように設置された例が示されている。ここで、前記第１固定部１１
７と第２固定部１２７の端部は、図示してはいないが、雄プラグの役割を果せるように、
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前記端子ハウジング１４０ｂの側面の中間部分を貫通した後、外部に突出するように設置
することもできる。
【００５７】
　一方、前記第１端子１１０と第２端子１２０がそれぞれ固定される端子ハウジング１４
０ｂは、前記バッテリー又はボディーに具備される。このような端子ハウジング１４０ａ
は前記第１実施例のそれと大同小異なのでその詳細な説明は省略する。
【００５８】
　作動において、前記バッテリー、　ＵＭＴＳデータカード又はＳＩＭカードが前記ボデ
ィーに装着されると、前記第１端子１１０は前記接触部１１１と前記第１固定部１１７の
間に形成された第１弾性部１１５の弾力によって前記他の端子と接触する。そればかりで
なく、前記第２端子１２０は前記支持部１２１と第２固定部１２７の間に形成された第２
弾性部１２５の弾力によって前記第１端子１１０を支持する。よって、前記第１端子１１
０と他の端子との接触力が強化され、これによって携帯用電気機器の作動信頼性が効果的
に確保される。
【００５９】
　一方、図５ａ及び図５ｂには本発明の第３実施例による接続端子１００ｃが示されてい
る。これらの図面を参照すると、第３実施例による接続端子１００ｃで前記第１端子１１
０及び第２端子１２０をバッテリー又はボディーに固定する部材は端子ハウジング１４０
ｃと弾性部材１５０を含んで成る。
【００６０】
　ここで、前記弾性部材１５０は、図５ａ及び図５ｂに示したように、前記端子ハウジン
グ１４０ｃに装着され、前記第１端子１１０と第２端子１２０を弾力的に支持する。この
ような弾性部材１５０は、例えば第１パート１５１、第２パート１５３、そして第３弾性
部１５５を含んで成る。
【００６１】
　前記第１パート１５１は前記バッテリー又はボディーと電気的に連結される部分である
。このために、前記第１パート１５１はバッテリー又はボディーの部品と連結されたリー
ド線を容易に連結できるよう前記端子ハウジング１４０ｃの外部に露出するように設置さ
れる。そして、前記第２パート１５３には図５ａ及び図５ｂに示したように前記第１端子
１１０と第２端子１２０が連結される。
【００６２】
　前記第３弾性部１５５は前記第１パート１５１と前記第２パート１５３の間に具備され
、図５ａ及び図５ｂに示したように前記端子ハウジング１４０ｃに装着される。このよう
な第３弾性部１５５は、例えば曲げられた形状からなり、前記第１端子１１０と第２端子
１２０が連結される第２パート１５３に弾力を付与する。
【００６３】
　一方、第３実施例による接続端子１００ｃで、前記第１端子１１０の接触部１１１は第
１及び第２実施例で説明されたそれと同一の構造を有する。但し、前記第１端子１１０は
前記第２パート１５３に対して弾力を持ってベンディング可能に連結されることがが好ま
しい。即ち、前記第２パート１５３と第１端子１１０との連結部位が前記第１及び第２実
施例における第１弾性部１１５と同様な役割を果すものである。このような構造を有する
と、前記第１端子１１０は前記弾性部材１５０に対して弾力を持つことができ、前記弾性
部材１５０も第３弾性部１５５の弾力を持って前記第１端子１１０を支持することができ
る。
【００６４】
　そして、前記第３実施例による接続端子１００ｃで、前記第２端子１２０は前記第１端
子１１０を支持する支持部１２１と、前記支持部１２１に弾力を付与する第２弾性部１２
５とを含んで成る。ここで前記支持部１２１と第２弾性部１２５の構造や役割は前記第１
及び第２実施例で説明されたところと大同小異である。但し、第３実施例による接続端子
１００ｃで前記第２弾性部１２５は前記弾性部材１５０の第２パート１５３と連結される
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。
【００６５】
　一方、上記の構造を有する第３実施例による接続端子１００ｃで、前記第１端子１１０
、第２端子１２０、そして前記弾性部材１５０は一つのボディーで形成することができる
。
【００６６】
　しかしこれに限定されず、前記第２端子１２０と弾性部材１５０とが一つのボディーで
形成され、前記第１端子１１０は前記弾性部材１５０に固定することもできる。
【００６７】
　作動において、前記バッテリー、前記ＵＭＴＳデータカード又はＳＩＭカードが携帯用
電気機器のボディーに装着されると、前記第１端子１１０は弾力を持って押されながら前
記他の端子と接触する。この時、前記第２端子１２０は前記第２弾性部１２５の弾力で前
記第１端子１１０を前記他の端子側に押しながら支持する。そればかりでなく、前記弾性
部材１５０が前記第１端子１１０を弾力的に支持する。よって、前記第１端子１１０と前
記他の端子との接触力は強化され、携帯用電気機器に瞬間的な衝撃が加えられても前記第
１端子１１０と他の端子との接触点が離れることを効果的に防止することができる。
【００６８】
　一方、前記第３実施例において、前記ＵＭＴＳデータカード又はＳＩＭカードが携帯用
電気機器のボディーに装着された時、前記第１端子１１０と弾性部材１５０が共に押され
ながら前記第２端子１２０の第２弾性部１２５が前記弾性部材１５０と接触するように設
置することもできる。この場合にも、前記第２端子１２０が前記第１端子１１０の弾力を
補強する役割を果すことができるため、第１端子１１０と他の端子との接触力が強化され
る。
【００６９】
　一方、図６には本発明の第４実施例による接続端子１００ｄが示されている。図６を参
照すると、前記接続端子１００ｄで第２端子１２０ａは第１端子１１０の間に挟まれた状
態で前記他の端子と接触している第１端子１１０の弾性力を補強する。以下ではこれにつ
いて図６を参照にしてより詳細に説明する。
【００７０】
　第４実施例による接続端子１００ｄで前記第１端子１１０は、前記バッテリー又はボデ
ィーに具備された端子ハウジング１４０ａに挟まれて固定される。このような第１端子１
１０は、例えば前記他の端子と弾力的に接触する接触部１１１と、前記接触部１１１に弾
力を付与し、前記端子ハウジング１４０ａに挟まれる第１弾性部１１５とを含んで成る。
【００７１】
　ここで、前記第１端子１１０はその一部が曲がるように形成され、前記第２端子１２０
ａは前記第１端子１１０の曲がった部分に弾性を持って圧縮された状態で挟まれるように
設置される。よって、前記第１弾性部１１５は図６に示したように内角が鋭角を形成する
よう曲がった形状を有することが好ましい。
【００７２】
　そして、第４実施例による接続端子１００ｄで、前記第１弾性部１１５の端部は前記端
子ハウジング１４０ａの外部に露出するように設置することができる。このような構造を
有すると、バッテリー又はボディーの部品と連結されたリード線を前記第１端子１１０に
容易に連結することができる。しかし、これに限定されるものではない。即ち、前記第１
端子１１０ではなく第２端子１２０ａだけ前記リード線と連結されるように設置された場
合、前記第１弾性部１１５は端子ハウジング１４０ａの外部に露出しなくても良い。
【００７３】
　一方、上述した構造の第４実施例による接続端子１００ｄで前記第２端子１２０ａは前
記第１端子１１０の曲がった部分に挟まれ、前記第１端子１１０の曲がった部分を伸ばす
力を発生させる。これによって前記第２端子１２０ａは、前記他の端子と接触する第１端
子１１０の接触部１１１と他の端子との接触力を補強する。
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【００７４】
　このような第２端子１２０ａは、例えば圧縮スプリングからなっても良い。しかし、作
動の信頼性を高めるために前記第２端子１２０ａは、図６に示したように第１ピン１２１
ａ、第２ピン１２７ａ、そしてスプリング１２５ａを含んで構成されることもできる。
【００７５】
　ここで前記第１ピン１２１ａと第２ピン１２７ａはそれぞれ一端が塞がったシリンダー
形状を有し、前記第２ピン１２７ａ内に前記第１ピン１２１ａが挿入されるように設置さ
れる。そして、前記第１ピン１２１ａと第２ピン１２７ａの内部には両端がそれぞれ前記
第１ピン１２１ａと第２ピン１２７ａに連結されるスプリング１２５ａが具備される。
【００７６】
　上記した構造を有する第２端子１２０ａで前記第１ピン１２１ａと第２ピン１２７ａは
それぞれ前記第１端子１１０の曲がった部分の内側に接触する。そして、前記第２端子１
２０ａは前記第１端子１１０と端子ハウジング１４０ａを貫通するように設置することが
できる。即ち、図６に示したように前記第２端子１２０ａの第２ピン１２７ａが前記第１
端子１１０の一部と前記端子ハウジング１４０ａを貫通するように設置される。
【００７７】
　このような構造を有すると、前記第１端子１１０は前記端子ハウジング１４０ａに挟ま
れて装着されるばかりでなく、前記第２端子１２０ａによって端子ハウジング１４０ａに
固定されるため作動の信頼性が高まる。一方、前記第１端子１１０と前記端子ハウジング
１４０ａを貫通した第２ピン１２７ａにはバッテリー又はボディー内の部品と電気的に連
結されたリード線を連結することができる。
【００７８】
　一方、前記第４実施例の第２端子１２０ａは前記第１乃至第３実施例で説明された第２
端子１２０と異なる形態を有するように見える。しかし、前記第２端子１２０ａが前記第
１端子１１０の弾力を補強するという点ばかりでなく、前記第２ピン１２７ａが端子ハウ
ジング１４０ｄに連結され、前記第１ピン１２１ａが前記第１端子１１０の接触部１１１
を弾力的に支持し、前記スプリング１２５ａが前記第１ピン１２１ａに弾力を付与すると
いう点で前記第２端子１２０ａは第１乃至第３実施例の第２端子１２０と同一の技術的な
特徴を有すると言える。
【００７９】
　作動において、前記バッテリー、前記ＵＴＭＳデータカード又はＳＩＭカードが前記ボ
ディーに装着されると、前記第１端子１１０の接触部１１１は弾力を持って押されながら
前記した他の端子と接触する。この時、前記第１端子１１０の第１弾性部１１５は前記接
触部１１１を前記他の端子側に押しながら支持する。
【００８０】
　そして、前記第１端子１１０の曲がった部分の内側に設置された第２端子１２０ａは前
記接触部１１１を前記した他の端子側に押して支持する。即ち、前記第２端子１２０ａの
第２ピン１２７ａは前記端子ハウジング１４０ａに対して固定されている一方、前記第１
ピン１２１ａは前記スプリング１２５ａの弾力によって前記第１端子１１０の接触部１１
１を押すようになる。よって、前記第２端子１２０ａにより、前記第１端子１１０の接触
部と前記他の端子との接触力が補強される。
【００８１】
　以上のように、本発明の好ましい実施形態を用いて本発明を例示してきたが、本発明は
、この実施形態に限定して解釈されるべきものではない。本発明は、特許請求の範囲によ
ってのみその範囲が解釈されるべきであることが理解される。当業者は、本発明の具体的
な好ましい実施形態の記載から、本発明の記載および技術常識に基づいて等価な範囲を実
施することができることが理解される。
【００８２】
　携帯用電気機器のバッテリーと部品、又は部品と部品を電気的に連結する端子の接触点
が外部の衝撃で離れることを防止する携帯用電気機器の接続端子を提供する。
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　弾力を持って押されながら他の端子と接触する第１端子と、前記第１端子を前記他の端
子側に弾力的に押しながら支持する第２端子と、前記第１端子と第２端子を装着するため
の部材とを含んで成ることを特徴とする。
【図面の簡単な説明】
【００８４】
【図１】一般的な携帯電話でバッテリーと本体とが分離された形状を示す斜視図である。
【図２】図１の携帯電話の本体に備えられた接続端子を示す部分断面図である。
【図３ａ】本発明の第１実施例による接続端子を示す断面図である。
【図３ｂ】図３ａの接続端子から端子ハウジングを除去した形状を示す斜視図である。
【図３ｃ】本発明の第１実施例の変形例による接続端子を示す断面図である。
【図４】本発明の第２実施例による接続端子を示す断面図である。
【図５ａ】本発明の第３実施例による接続端子を示す断面図である。
【図５ｂ】図５ａの接続端子から端子ハウジングを除去した形状を示す斜視図である。
【図６】本発明の第４実施例による接続端子を示す断面図である。
【００８５】
　（符号の説明）
　１００ａ、１００ｂ、１００ｃ、１００ｄ　接続端子
　１１０　第１端子
　１１１　接触部
　１１５　第１弾性部
　１２０、１２０ａ　第２端子
　１２１　支持部
　１２１ａ　第１ピン
　１２５　第２弾性部
　１２５ａ　スプリング
　１２７ａ　第２ピン
　１３０　連結部
　１４０ａ、１４０ｂ、１４０ｃ、１４０ｄ　端子ハウジング
　１５０　弾性部材
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